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主婦と税（パートと税） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

パート収入に対する税 
　パート収入は、通常、給与所得となります。 
　課税される所得は、パートの年収から給与所
得控除（最低65万円）と基礎控除（38万円）な
どの所得控除を差し引いた残額となります。 
　パート収入が103万円以下で他に所得がな
い場合、所得税はかかりません。 
　ただし、パート収入が93万円を超える方は、
町県民税がかかる場合があります。 
配偶者にパート収入がある場合 
　例えば、夫に課税される所得があり、妻の収
入がパート収入のみの方の場合、パート収入が
103万円までであれば、夫は所得税の配偶者控
除（38万円）が受けられます。 
　配偶者特別控除は、配偶者控除の対象では
ない妻の所得によって算定され、最高額は38万
円です。 
　この控除はパート収入が103万円を超えて
201万円未満であれば、受けることができます。 
　ただし、夫の合計所得額が900万（給与収入
で1,120万円）を超えると受けられる金額が変わ
ります。また、1,000万円（給与収入で1,220万円）
を超えると控除を受けることが出来なくなります。 

税務課 

自動車事故被害者救済制度 

 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 
 
 
 
 
 

【相 談 先】 

　国土交通省と独立行政法人自動車事故対
策機構（NASVA：ナスバ）では、自動車事故被
害者の方に対し、次のような支援を行っています。 
〈国土交通省〉 
●短期入院・短期入所協力事業 
●介護者なき後に備えるための情報提供　など 

国土交通省自動車局 
保障制度参事官室 
蕁03‐5253‐8111（内線：41418） 

〈自動車事故対策機構（NASVA）〉 
●介護料の支給 
●短期入院・短期入所費用助成 
（対象：介護料受給者） 

●介護相談・訪問支援（対象：介護料受給者） 
●療護施設の設置・運営 
●交通遺児等貸付制度 
●介護者なき後に備えるための情報提供　など 

自動車事故対策機構岐阜支所 
蕁263‐5128 

〈NASVA 交通事故被害者ホットライン〉 
●全国の交通事故被害者やその家族などへ

NASVAの支援制度や各種相談窓口を電
話で紹介しています。 

蕁0570‐000738 
（土・日・祝日・年末年始を除く午前9時から午後5時まで） 

地方税の電子申告（eLTAX） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　eLTAX（エルタックス）は、地方税における
手続きを、インターネットを利用して電子的に行う
システムです。 
　笠松町では、個人住民税の給与支払報告書
の提出、法人町民税の申告書の提出、固定資
産税償却資産申告書の提出に利用できます。 
　自宅やオフィスから手続きでき、複数の地方
公共団体へまとめて一度に送信できます。 
　詳しくは、ホームページ（「エルタックス」で検索）
をご覧ください。 

eLTAXヘルプデスク 
蕁0570‐081459

労働保険の加入手続きはお済みですか 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　一人でも労働者を雇用する事業主は、必ず労働保険に加入しなければなりません。 
　労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。 
■労災保険 
　労働者が業務や通勤に起因して、負傷・疾病・死亡した場合に、労働者本人や遺族が必要な給
付を受けるための保険です。臨時・アルバイトなどであっても、雇用した労働者はすべてが対象となり
ます。 
■雇用保険 
　労働者が失業した時や教育訓練を受講した時、在職中の60歳～65歳未満や育児休業・介護休
業中の労働者で一定の賃金低下があった場合に、必要な給付を受けるための保険です。1週間の
所定労働時間が20時間以上で、かつ雇用見込みが31日以上である場合は雇用保険に加入する必
要があります。 
　これらの保険に未加入の事業主の方は速やかに加入の手続きをお願いします。 

岐阜労働局総務部労働保険徴収室　蕁245‐8115

はかりの定期検査 

【日時・場所】 

　はかりの定期検査を行います。計量法の規
定により、取引・証明に使用されるはかりは2年
に1度、定期検査を受検しなければなりません。 
　この検査を受けず、はかりを取引・証明に使
用すると計量法違反行為となりますので、対象
となるはかりをお持ちの方はご注意ください。 
　検査場所へは、はかり（付属品含む）と手数
料（岐阜県収入証紙）を持参してください。 
～検査対象となるはかり～ 
・はかり売り商品に使用するはかり 
・食品関連事業所（製造・加工・販売）で商品

を袋詰めする際に使用するはかり 
・医療機関や薬局で使用する調合用のはかり 
・学校、医療機関で健康診断に使用するはかり 
・宅配便に使用するはかり　など 

 
 

【問 合 先】 

※検査料金は、はかりの種類によって異なります。
詳しくは下記へお問合せください。 

岐阜県計量検査所　蕁254‐8188

図書の予約 

【問 合 先】 

　借りたい本が貸出中もしくは笠松町図書室
に所蔵のないとき、本を予約（リクエスト）するこ
とができます。ご予約は、図書室窓口またはイン
ターネットから行えます。 
※インターネットでご予約する場合は、事前にメール

アドレス・パスワードの登録が必要になります。 
URL：http://library.town.kasamatsu.gifu.jp/

お願い 
図書室の本はみんなの本です。本への書き
込み、切り取り、ページ折りなどが増えていま
すので、大切に扱ってください。 

教育文化課 

企画展「多面体の世界」 

 
 
 
 
 
 
 
 

【展示期間】 
【時　　間】 
【場　　所】 
【休 館 日】 
【共　　催】 
 
 

【日　　時】 
 
 

【講　　師】 
【場　　所】 
【定　　員】 
 

【参 加 料】 
【申込・問合先】 

月　日 

11月6日（火） 

11月7日（水） 

検査時間 

午前10時～午後3時 

午前10時～正午 

場所 

笠松町役場 

JAぎふ 
はぐり支店 

　自然界に現れる様々な多面
体を、立体やパネルで紹介します。
8月19日（日）に開催した講座で
作成した多面体も展示します。 
　また、サイコロや12面体など
の多面体を作る講座も開講し
ます。お申込みは歴史未来館
まで事前にお電話ください。 

10月30日（火）～12月5日（水） 
午前9時～午後5時 
歴史未来館2階　企画展示室 
月曜日（祝日の場合は翌火曜日） 
岐阜大学地域協学センター・ 
かさまつMIRAI塾 

《講座「多面体をつくろう！」》 
11月23日（金・祝） 
①午前9時30分～ 
②午前11時～ 
かさまつMIRAI塾 
歴史未来館1階　多目的ホール 
各回20人 
※小学校3年生以下は保護者同伴 
無料（要申込み） 

歴史未来館 
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